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新しい農業委員・
農地利用最適化推進委員のご紹介

農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員

農業委員農業委員農業委員

令和５年７月２０日付けで新しい農業委員が町長から任命されました。
また、農地利用最適化推進委員が農業委員会から委嘱されました。
委員の任期は令和８年７月１９日までの３年間です。

東汗東・東汗西
上文挟・西木代・露無

田村　博喜

三本木

上野　弓子

下梁・上梁
川中子一区・川中子二区

川中子三区

伊藤　知明
三ツ家・坂上本田
常光坊・坂上河原

荒川 日出麿
五分一・三村
愛宕町・下蒲生

坂本　是文
上郷一区・二区・三区

四区・五区

鶴見　利子

西蓼沼・東蓼沼西
東蓼沼東・中根
向川原

安保　勝已
大山第一・第二・第三
第四・下蒲生・上蒲生

薄市・鞘堂

稲葉　薫
下町一区・二区・三区
中町・大町・東館北部
東館南部・泉町・井戸川

馬場　敏子
上町・峰町・願成寺

上蒲生北部・上蒲生南部

隅内　章吾

上文挾・西木代
東汗

谷田部　一夫

坂上・三村

海老原　悟

上三川・上蒲生

猪瀬　貞夫
上郷

西蓼沼・東蓼沼

浜野　信之

磯岡・西汗

坂入　典文

上神主・下神主・大山

柳田　守

石田・鞘堂・天神町
ゆうきが丘

國谷　修一

梁・多功・川中子

髙山　完治
三本木・五分一
下蒲生

上野　明

西汗上西・西汗上東
西汗下・磯岡

会長　石濱　文伯角田　永子
下多功・多功下坪・西町
本町・城台・天神町

小倉　敏男
石田下坪・西田南

西田北・島崎・石田上坪

稲見　正

農地の権利移動や農地転用の許可、農業者年金

に関する業務、遊休農地の発生防止・解消、新規

参入の促進などの活動を行います。

主な業務主な業務主な業務

皆様からの「農地を貸したい・借りたい、新規就農をしたい」などの相談に応じたり、遊休農地の発生防止・

解消に努めます。農地の利用等についてお困りの方は、地元担当委員までご相談ください。

主な業務主な業務主な業務

●農業委員会定例総会等日程●
●申請受付締切日…毎月 10 日
  　(10 日が休日・祝日の場合はその直前の開庁日 )
●現地調査日………毎月２０日頃　
●定例総会開催日…毎月２２日頃

中立委員
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続けると
回答した方は

コチラ

拡大したいと
回答した方は

コチラ

その他以外
回答した方は

コチラ

辞めると回答した方は
コチラ

農地バンクの活用意向のある面積

農地を貸付、売却する意向のある面積

規模を拡大したい人の面積

農業を辞める人が耕作している面積

農業を続ける人が耕作する面積

経営意向を把握した面積

町内の農地面積

353ha

501ha

438ha

547ha

1829ha

0 500 15001000 2000 30002500

2402ha

2506ha

〈 農地の状況 〉

続ける
54.24％

拡大したい
21.98％

5ha以上
18.49％

未定
12.32％

1ha以上
27.39％

1ha未満
35.61％現状維持

68.97％

3.92％

41.83％
辞める

回答なし

8.88％
縮小したい

6.16％
3ha

0.15％その他

み
ん
な
で
考
え
っ
ぺ
、
農
業
の
こ
と

地
域
計
画
始
動
‼

　地域の農業を支えてこられた方々が高齢化する中、農業の

未来を見据え、対策を実行していくことは「待ったなし」の状況

です。

　上三川町の豊かな田園風景を次世代へ受け継いでいくため

には、地域のみなさんとの徹底した話合いのもと、一緒に

農業を通じたまちづくりを進めていかなければなりません。

　これを進めるための第一歩として、新たに『地域農業の未

来設計図（地域計画）』をみなさんと一緒に作成することにし

ました。地域計画の大きなテーマは①地域農業の将来像をみ

なさんと考える、②10年後の農地利用の設計図（目標地図）を

作ることです。

みなさんと語り合いながら、地域農業の将来の在り方を考えて

いきましょう。

　　どんなことを話し合うの？

　●今、この地域の農業はどうなっているのか？

　●誰がどこの農地をどのくらい担うのか？

　●人手が足りない場合はどうするのか？

　●将来に向けて何をするべきか？

　取り組みの主役は『地域のみなさん』です。
　まずは話合いに参加してみることから始めてみませんか？

　今後、地区ごとに令和６年の夏頃から話合いの場を設けてい

きます。

　地域が一丸となって農業の未来を考えてみましょう。

　みなさんの参加をお待ちしています。

 

～
こ
れ
か
ら
の
農
業
を
考
え
る
地
域
座
談
会
が
始
ま
り
ま
す
～

今後の農業経営に関する意向調査を行いました今後の農業経営に関する意向調査を行いました今後の農業経営に関する意向調査を行いました

　農業委員会と町は、地域農業の未来設計図（地域計画）作成の取組みを進めるにあたり、地
域の皆さんの意向調査を行いました。
実施期間　令和４年７月～令和５年２月
配布数　1,224 通
回収数　1,176 通（回収率 96％）

概　要

町内の約 9割以上の農地の営農意向が分かりました。

10 年後には約半数の農家が農業を辞める意向ですが、約 7割の農地は引き続き管理される見込みです。

しかし離農により 550ha もの農地について、新たな耕作者を探す必要があります。

10 年後も農業を続ける農家は、現在の約半数ほどでした。
農業を続ける人の多くは、現状維持の規模で営農するようです。
農業を辞める意向の大多数が農地の貸付けか売却を考えており、いずれ耕作者を探さなければなりません。

1ha　＝　1町歩　＝　10,000 ㎡ 単位　ha

まとめ 01

まとめ 02

問１ 10年後も農業を続けていますか？

続ける    664
辞める    512
回答なし　48

拡大したい 146
現状維持 458
縮小したい 59

その他 1

貸付けたい 351
売却したい 106
その他 55

5ha以上　27
3ha以上　  9
1ha以上　40
1ha未満　52
未定　　　18

利用したい 318
利用しない 109
その他 30

問2 将来の営農規模はどれくらいですか？ 問3 拡大規模はどれくらいですか

問4 辞めた後の農地はどうしたいですか？ 問5 農地バンクを通して貸付先、
    売却先を探したいですか？

〈農家世帯の状況〉

その他
10.74％

貸付けたい
68.55％

売却したい
20.7％

利用したい
69.58％

利用しない
23.63％

その他
6.56％
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年間６０日以上
農業に従事

国民年金第１号
被保険者 ６５歳未満

※保険料納付免除者を除く
※60歳以上は、国民年金の
任意加入被保険者

軽油引取税に係る農業用免税証の交付申請について

問い合わせ先

１　受付期日及び会場

　　　期日：令和６年２月１日（木） 上三川地区・明治地区（多功・天神町）

 ２月２日（金） 本郷地区・明治地区（多功・天神町を除く）

　　　時間：午前９時３０分～正午、午後１時～午後３時

　　　場所：上三川町役場　３階大会議室

２　持参するもの

　【新規申請以外の方】

　　　・免税軽油使用者証

　　　・免税軽油の引取り等に係る報告書（納品書等を持参。コピー可）

　　　・４２０円（手数料）（使用者証が今回更新の方のみ）

　【新規申請の方】

　　　・農業委員会が発行する耕作証明書

　　　・作付内容のメモや使用機械のカタログ等

　　　・４２０円（手数料）

３　免税証の交付

　　　前年度の申請内容に変更のない方　→　申請日に即日交付します。

　　　新規申請の方及び追加交付希望の方→　後日、県税事務所窓口で交付いたします。

　　　　※追加交付希望の方は、前年交付と同数量分は申請日に交付します。

宇都宮県税事務所　課税部個人課税課 ☎０２８－６２６－３０１８

農地の適正な管理をお願いします！

詳細を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

上三川町農業委員会事務局

☎５６－９１６６

ＪＡうつのみや上三川支所

☎５５－１５１０
問い合わせ先 又は

農業者年金に加入しませんか？

◇支払った保険料は全額社会保険料控除ができます！

◇自分がかけた金額は年金として終身で受け取れます！

◇保険料はいつでも変更できます！

４　注意事項

　　　・新規申請及び数量変更希望の方を除き、耕作証明書の添付は不要です。

　　　・耕作証明書の発行を別世帯の方や代理人が申請する場合は委任状が必要です。

　　　・報告書に添付すべき納品書等を忘れた場合など書類に不備があった場合は免税証の即日

　　　交付はできません。紛失した場合は、必ず購入店の販売証明書を持参してください。

　　　・上記の受付期日で都合のつかない方は、下記の予備申請期間に申請をしてください。なお、

　　　当初予備申請期間は令和６年２月１２日（月）～２月１３日（火）を予定しておりましたが、

　　　都合により令和６年２月１３日（火）～２月１４（水）へ変更させていただきます。御了承ください。

○予備申請期間

期　日 ： 令和６年２月１３日（火）～２月１４（水）

時　間 ： 午前８時４５分～午前１１時4５分、午後１時～午後３時３０分　　　　

会　場 ： 栃木県庁河内庁舎　１階１０１会議室

　農地は管理されないまま放置されると数年で荒れてしまい、害虫の発生や有害鳥獣の隠れ場

所になったり、農地としての利用や売却も困難になります。そのような状態になるのを防ぐため、

定期的に雑草の刈り取りを行うなど適正な管理をお願いします。

　サラリーマンは厚生年金による国民年金の上乗せがありますが、農業者にはありません。農業

者の皆様も、メリットがたくさんある農業者年金に加入して、安心で豊かな老後を迎えましょう。

農地パトロールの様子

　農業者年金へは、次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。
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年間６０日以上
農業に従事

国民年金第１号
被保険者 ６５歳未満
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■上三川町賃借料情報■
※「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はありません。
　賃借料の設定の目安となる情報を参考としてお知らせしています。
　

　令和4年1月から12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10a 当たり）は、以下

のとおりとなっています。

令和5年12月1日

【田（水稲）の部】

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数

上三川地区
基盤整備地域 9,800 円 16,400 円 3,000 円 136 

未整備地域 10,000 円 15,000 円 4,100 円 12 

本 郷 地 区
基盤整備地域 8,400 円 12,300 円 3,000 円 77 

未整備地域 7,900 円 12,300 円 5,000 円 8 

明 治 地 区
基盤整備地域 10,200 円 17,000 円 5,000 円 156 

未整備地域 9,400 円 12,300 円 5,000 円 20 

（参考）上三川町平均 9,600 円 409 

【畑（普通畑）の部】

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数

上 三 川 地 区 3,100 円 6,500 円 2,000 円 20 

本 郷 地 区 5,200 円 6,150 円 5,000 円 20 

明 治 地 区 6,100 円 10,000 円 5,000 円 9 

（参考）上三川町平均 4,500 円 49 

＊１ データ数は、集計に用いた筆数です

＊２ 賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、60kg当たり12,300円に換算しています

＊３ 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています

＊４ 賃借料データの平均値±（平均値×70％）を超えるデータは除いています

＊５ 基盤整備地域は農業振興地域の農用地区域（青地）、未整備地域は農業振興地域の農用地区域以外（白地）です

＊６「（参考）上三川町平均」の額は、各区分の平均値（四捨五入前）をデータ数により加重平均した値です


